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背

景

1

鎌

田

灘

商

＼

〆

る

花
園
天
皇

(
ン
軌
価
砒
・
御
在
位

{
加
歓
凧
)
が
、
わ
が
國
中
世

の
精
神
文
化
更

上
に
、
偉
大
か
つ
特
異
な
る
御
地
位
を

占
め
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
巳
に
諸
家

の
認
む
る
と

こ
ろ

で
あ

る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
特

に
そ
の
御
護
位

(
一
九
七

八

・
文
保

二
年
二
月

二
十
六
日
)
後

に
於
け
る
輝
的
御
修
行
の
事
實

に
封
し
て
、
そ

の
御
芳
蜀
を
辿
り
、
同
時

に
當

時

の
時
代
的
背
景
の

一
端
を
探

つ
て
見
た
い
と
思

ふ
。

花
園

上
皇

(
一
九
七
八

鴨
九
九
五
)
が
初

め
て
輝
佛
教

に
燭
れ
ら
れ
た
の
は
、
元
鷹
二
年

(
一
九
八
〇
)
四
月

二
十
八

日
の
こ
と

で
あ

る
。
(
「
入
夜
資
朝
墾
。
相
具
灘
僑

一
人
屡
。
隠
遁
之
者
也
。
而
有
得
法
之
聞
。
傍
君
之
。
相
談
終
夜

及
天
明
。

其
宗
之
爲
膣
。
誠
思
量
之
所
及
。
。可
謂
猶
龍
者
鰍
。
可
仰
可
信
也
。
」
)
(
花
園
院

天
皇
震
記
)
。
か
の
正
中
の
漫

(
一

九
八
四
)
の
盟
圭
と
し
て
、
鎌
倉
武
士
の
心
謄
を
塞

か
ら
し
め
た
公
卿
中

の
第

一
人
者
で
あ

り
、
上
皇
を
し

て

「
興

諸

人
談
未
繕
旨
。
今
始
逢
知
意
」
と
、
絶
讃

の
聲
を
放
た
し
め
た
る
彼
れ
日
野
資

朝
の
連
行

せ
る
麗
僧
と
は
、
實

に

花

園

法

皇

と
輝

(
一
)

"
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花

園

法

皇

と

藤

(
二
)

妙
曉
上
人

(
後
の
月
林
道
咬
)
で
あ

つ
た
。
彼
れ
、
時

に
二
十
八
歳

の
青
年
灘
僧
、
上
皇

御
年
ま
さ
に
二
十
五
歳

に
、

在
は
し
た
の
で
あ

る
。

こ
れ
よ
り
以
後
、
上
皇

に
は
妙
嶢

に
つ
い
て
只
管

に
己
事
究
明

に
御
精
進
あ
り
、
こ

、
に
初
め
て
、

そ
れ
ま
で
の

他
力
信
仰
か
ら
輝

へ
の
飛
躍
を
見
る
こ
と
が
出
來
た
の
で
あ

る
。

翌
元
享
元
年

(
一
九
八

一
)
八
月
に
は

「
暉
法
の

事

、
幼
少
よ
り
仰
信
す
。
然
り
而
し
て
善
知
識

に
遇
は
す
。
徒

に
年
序
を
迭

る
。
此

の
上
人
に
遇
ひ
始
め
て
信
受
行

道
す
。
』
(
原
漢
文
、
以
下
同
じ
)
と
歓
喜
の
聲
を
放
た
れ
、
更

に
八
月
十
九
日
の
條
に
は
、

「
佛
法
の
高
妙
、
心
地

の
極
理
、
只
だ
灘
門

の

一
宗

に
在
り
。
絵

の
大
小
乗

の
宗
義
都

て
及
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
。
予
殊

に
思
を
玄
旨

に
繋
け
、
造
衣
顛
柿
、
是

に
於
て
徐

に
登
明
す

る
所
あ
り
。
尤
も
敷
喜
す
る
所
な
り
。
衣
裏

の
明
珠
求
め
す
し
て
自

ら
得
た
り
。
喜

ぶ
ぺ
し
。
喜

ぶ
ぺ
し
。
」
と
、
そ

の
所
懐
を
述

べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
同
年
十
二
月
十

一
日
に
は
、
妙
曉
に

つ
い
て
碧
巖
録
第

一
を
讃
み
給
ひ
、
大

い
に
法
門
を
談
ぜ
ら
れ
た
が
、
妙
曉
は
間
も
な
く
、
大
陸

の
暉

に
鯛

れ
ん
と

し
て
途
に
元
に
航
す

る
こ
と

、
な
り
、
お
別
れ

の
御
挨
拶

に
屡
内
、
時
に
上
皇

は

「
當
世
無
墜
な

る
明
昭
の
宗
師
」

と
し

て
、
妙
曉
の
渡
元
を
惜
ま
れ
、
こ
の
後

の
再
會
も
期
し
難
し
と
し
て
、
密

々
に
受
衣
の
儀
あ
ら
せ
ら
れ
た
。
こ

れ
十
二
月
こ
十
五
日
の
こ
と
で
あ

る
。
(
「
今
夜
妙
嶢

上
人
参
。
密
密
受
業
。
明
後

日
可
下
向
鎮
西
。
即
可
渡
唐
之
故

也
。
此
上
人
明
昭
宗
師
也
。
當
世
無
墜
。
膜
殊
蹄

仰
之
。
此
問
蓮
連
談
宗
旨
。
裏
書

受
衣
事
。
先
例
不
審
。
然
而
此

聖
入
。
於
今
者
殆
不
知
再
會
之
期
。
蹄
依
之
符
契

不
可
不
見
。
勿
密

々
有

此
義
。
労

以
可
有
誇
難

歎
。
勿
殊
所
隠
密
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也
。
於
此
宗
者
。

不
可
得
而
繕

者
也
。

誰
敢
同
。

然
近
代
諸
宗
都
不
達
深
義
。

可
悲
事
也
。

於
此
宗
者
猫
有
頓
謹

義
。
可
貴
事
也
。
L
)
。

そ
の
翌
日
、
上
皇
は
妙
曉

に
震
翰
を
賜
は
り
、

「
昨
夜
受
業

の
儀
、
威
悦
極
ま
り
な
く
、
縦

へ
萬
里

の
波
濤
を
隔

つ
る
と
も
同
風
な
り
、

後
日
必
す
國
師
號
を
下
す

べ
き
も
、

當
時

自
專
の

許
さ
れ
ざ
る
を
恨

む
」
と

の
、
優
渥
な

る
御
思
召
を
垂
れ
さ
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

か
く
し
て
、
日
増
し
に
深
め
ら
れ
て
行
く
灘

へ
の
御
關
心
は
籍
寡
だ
に
も
清
ゆ
る
こ
と
な

く
、
專
ら
御
修
行
に
御

糟
進
あ
ら

せ
ら
れ
た
が
、
胸
中
な
ほ
未
穏
在
な
る
も
の
あ
り
し
に
や
、
翌
年
三
月
十
日
の
朝
、
夢

に
傳
教
、
弘
法
の

爾
大
師

に
相
見
あ
り
、
殊

に
弘
法
大
師
に
灘
艦
験
を
語
ら
れ
、
そ
の
印
可
を
乞
は
れ
た
が
、
大
師

の
分
明
な
る
御
返

事
な
き
ま

～
に
夢
畳
め
た
。
こ
れ
眞
實
猫
ほ
脚

眼
未
だ
地

に
鮎
ぜ
ざ
る
謹
撫
な
り
と
自
畳
せ
ら
れ
て
、

こ

～
に

一
段

と

そ
の
御
精
進

に
拍
車
を
加

へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
(
「
今
朝
夢
中
謁
傳
教
弘
法
爾
大
師
。
就
中
與
弘
法
談
法
文
。
甚

以
分
明
。
盛
求
法
之
志
故
歎
。
…
…
…
裏
書

夢
中
所
説
灘
宗
也
。
向
大
師
乞
印
可
。
無
分
明
返
事
。
畳
後
思
之
。
已

　

乞
印
可
。
貴
謂
到
無
疑
哉
。
大
師
無
返
事
有
謂
哉
。
是
翼
實
猶
脚
践
未
鮎

地
之
問
。
夢
中
有
此
事
也
。
可
悲
可
悲
。
」

)
。

か

～
る
問

に
、
上
皇
は
宗
峯
妙
超

に
参
藤
の
因
縁
を
得
ら
れ
る
こ
と

～
な

つ
た
。
而
し
て
、
元
亨

二
年
三
月
十

日
ま

で
は
、
未
だ
上
皇
と
妙
超
と
の

間

に
何
等
の
因
縁
な
き
為
の
と
噺
定
し
て

差
支

へ
な

い
と
思
ふ
。

わ
れ

わ
れ

は
、
そ
の
翌
元
亨

三
年
五
月
二
十
三
日
の
條

に
、
初
め
て

「
逢
妙
超

上
人
。
談
話
如
先

々
」
と
の
御
記
事
を
螢
見
す

る
の
で
あ

る
が
、

こ
、
に

「
先

々
の
如
し
し
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
か
で
あ
る
や
う

に
、
已
に
こ
れ
以
前

に
於
て
、

花

園

法
皇

と

騨

・

(
三
)

,
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ハ

、

花

園

法
皇

と
縄

。

(四
)

妙
超
と
の
因
縁
が
結
ば
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
、
も
は
や
疑
問

の
絵
地
な
く
、
叉
、
弘
法
と
の
夢
中
相
見
の
日
時
以
前
に

於
て
は
、
そ
の
因
縁
關
係
な
き
も
の
と
す
れ
ば
、
元
亨

ご
年
ゴ
月
十
日
か
ら
翌
三
年
五
月
二
十
三
日
ま

で
の
問
に
於

て
、

上
皇
と
妙
超
と
の
結
縁
が
な

さ
れ
た
も
の
と
蜥
定

せ
ざ
る
を
得
な

い
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
上
皇
と
妙
超
と

の
交
渉
は
績
け
ら
れ
、
上
皇

の
暉

の
御
修
行
も
衣
第

に
深
め
ら
れ
て
行

つ
た
。
元
亨

三
年
六
月

二
十
六
日
、
永
編
門
院

の
御
如
法
輕
供
養
に
關
す
る
御
日
記
を

拝
見
す
れ
ば
明
か
で
あ
る
。
帥
ち
、
入
民

の
煩
ひ
を
省
く
こ
と
を
理
由
と
し
て
御
如
法
脛
供
養
を
停
止
し
た
こ
と
を
批
難

せ
ら
れ
て
凡
そ
善
根
に
於
て
は
、
更

に
人
民

の
煩
ひ
と
成
ら
ざ
る
是
れ
最
上
の
事
な
り
。
佛
敏

の
澄
理
は
更
ら

に
外

に
求
む

べ
か
ら
す
。
治
國
養
民
は
是

れ
刹
利
居
士
の
臓
悔
な
り
。
何
ぞ
別

に
佛
事
を
修
す
べ
け
ん
や
。
太
だ
以

つ
て
理
事

に
當
ら
ざ
る
な
り
。
而
し
て
、

人
情
大
義
を
知
ら
ざ
る
の
問
、
王
法
の
外

に
別
に
佛
事
を
修
す
、
是
れ
又
近
代
の
弊
風
な
り
。
予
に
於
て
は
本
よ
り

心
外

に
佛
法
を
求
め
ざ
る
め

問
、
強
ち
如
法
経
を
待

つ
べ
か
ら
す
。
行
法
の
記
文
の
如
き

は

「
佛
性
を
畳

る
を
以

つ

て
荘
嚴
臓
悔
と
な
す
。
こ
れ
法
華
三
昧

の
大
意
な
り
。」
と
仰
せ
ら
れ
、
開
か
に
輝
的
自
畳

の
御
立
場
か
ら
御
批
判
あ

ら
せ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
從
來
の
敏
相
者
的
佛
教
理
解
と
そ
の
類
を
異

に
す
る
も

の
と
し

て
、
わ
れ
わ
れ
の
注
意

す
べ
き
鮎

で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
更

に
そ
の
御
言
葉

は
績

く
。

「
先

に
世
法
と
云
ひ
。
佛
理
と
云
ひ
、

二
事
あ
る

べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

法
華
に
云
は
く
、

治
世
語
皆
正
法
に
順
す
云
々
と
。
此

の
意

は
殊
に

王
者
の
存
す
べ
き
事
な

う
。
中
古
以
來
、
拙
艦
寺
を
以

つ
て
本
と
な
す
。
佛
寺

の
義
、
美
麗
を
先
と
な
す
。
太
だ
以

つ
て
佛
法
に
背
く
こ
と
な
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り
。
梁

の
武
帝
は
寺
を
造
り
、
達
磨

に
功
徳
あ
り
や
と
問
ふ
。
大
師
答

へ
て
云
は
く
、
無
功
徳

云
身
と
。
此

の

一
段

は
今

の
所
論

に
非
ざ
る
も
、
太
だ
以

つ
て
深
意
あ
り
。
尤
も
此
の
意
を
畳
得
せ
ば
、
始

め
て
佛
事
を
修
す
る
を
許
す

べ
き
の
み
。
L
と
。
か
く
の
如
く
、
佛
法
の
現
實
的
把
握
の
立
場

に
立
た
れ
、
武
帝
達
磨

の
問
答

に
即
し
て
、

「
無
功

徳
」

の
自
畳

の
上
に
佛
法
の
理
解
を
張
調
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
上
皇

の
暉

へ
の
御
造
詣

の
ほ
ど
を
逡
憾
な
く
露
呈

さ
れ
て
ゐ
る
も

の
と
云
ふ
べ
き

で
あ
ら
う
。

2

花
圃
法
皇
時
代

の

一
般
肚
會
情
勢
が
如
何
な
る
も

の
で
あ

つ
た
か
は
、
種

々
の
吏
料
か
ら
推
察

さ
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
そ
の
興
味
あ

る
も
の
の

一
つ
と
し
て
、
京

の
二
條
河
原
に
か

、
げ
ら
れ
た
と

い
ふ
作
者
不
明
の
落
書
を
見

出
す
こ
と
が
出
來
る
Q

「
此
比
都

ニ
ハ
ヤ
ル
物
、
夜
討
、
強
盗
、
謀
論
旨
、

召
入
、
早
馬
、
虚
騒
動
、
生
頸
、
還
俗
、
自
由
出
家
、

俄
大
名
、
迷
堵
、
恩
賞
、
虚
軍
、

本
領

ハ
ナ

ア
〃
訴
訟
人
、
文
書

入

レ
タ

ル
細
葛
、

追
從
、
藷

人
、
灘
律
僧
、
下
克

上

ス
川
成
出
者
、

器
用

ノ
堪
否
沙
汰

モ
ナ
ク
、

モ
ル
川
人
ナ
キ
決
断
斯
、

花

園

法
皇

と
灘

唱

(孟
)
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花

園

法

皇

と

輝

キ

ツ
ケ

ヌ
冠

、

上

ノ
キ

ヌ
、
持

モ
ナ

ラ

バ
ヌ
茄

持

テ
、

内

裏

マ
シ

ハ
リ
珍

シ
ヤ
、
賢

者

ヵ

ホ
ナ

ル
傳
奏

ハ
、

我

モ

く

ト

ミ

ユ

レ

ト

モ
、

巧

ナ

リ

ケ

ル
詐

ハ
、

ラ

η
ヵ
ナ

川

ニ
ャ
ヲ
ト

ル
ラ

ム
、
爲

中
美

物

ニ
ア

キ

ミ
チ

テ
一

マ
ナ
板
烏

帽
子

ユ
ヵ

メ
ッ

ッ
、
氣
色

メ
キ

タ

ル
京
侍

、

タ

ン
カ

レ
時

二
成

ヌ
レ

ハ
、

ウ

カ

レ
脚グ
ア
リ

ク
色

好
、

イ

ク

ソ

ハ
ク
ソ

ヤ
歎

不
知

、
内
裏

ヲ
カ

ミ
ト
名

付

タ

ル
、

人

ノ
妻
靹

ノ
ウ

カ

レ
メ

ハ
、

ヨ
ソ
ノ

ミ

川
メ

モ
心
地

ア

シ
、

尾

羽

ヲ

レ
ユ
カ

ム
ヱ

セ
小
鷹

、
手

コ
ト

ニ
誰

モ
ス
エ
タ

レ
ト
、

鳥

ト

ル

コ
ト

ハ
更

ニ
ナ

シ
、
鉛

作

ノ
オ

ホ
刀
、

　

太

刀

ヨ
ヲ
オ

ホ
キ

ニ
コ
シ
ラ

ヘ
テ
、
前

サ

カ
リ

呂
ソ
指

ホ
ラ

ス
、

ハ
ず

ラ
扇
、ノ
五
骨

、

ヒ

ロ
コ
シ
、

ヤ

セ
馬

、
薄

小
袖

、

日
鏡

ノ
質

ノ
古

具

足
、
關

東
武

士

ノ
ヵ

コ
出
仕

、

-下
衆

、

上
膓

ノ
キ

ハ
モ
ナ

ク
、

大

ロ

ニ
キ

ル
美

精

好
、

鎧
、

直

垂
、
猶

不
捨
、

弓

モ
引

エ

ヌ
犬

追
物
、

(5
.
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落

馬
、

矢
藪

ニ
マ
サ
リ

タ
フ
、

誰

ヲ
師

匠

ト

ナ

ケ

レ
ト

モ
、

遍

ハ
ヤ

ル
小
笠

懸
、

事
新

キ
風
情

ナ
リ

、

山尽
鎌

倉

ヲ

コ
キ

マ
セ
テ
、

一
座

ソ

ロ

バ
ヌ

エ
セ
…運
歌

、

在

々
所

々

ノ
歌

蓮
歌

、
黙

者

ニ
ナ

ラ

ヌ
人

ソ
ナ

キ
、

譜

第

、
非

成

ノ
差

別

ナ

ク
、
自

由

狼
籍

ノ
世
界

也
、

犬

田
樂

ハ
關
東

ノ
、

ホ

ロ
フ

ル
物

ト
云

ナ

ヵ
ラ
、

,、

田
樂

ハ
ナ
ヲ

ハ
ヤ

ル
也
、
茶

、

香
、

十
姓

ノ
寄
合

モ
、

鎌
倉

釣

二
有

鹿

ト
、
都

ハ
イ

ト

ト
倍
増

ス
、

町

コ
ト

ニ
立
舞

屋

ハ
、
荒

掠

五
間

、
板

三
枚

、

幕

引

マ
フ

ス
役
所

靹

、
宜
ハ藪
　シ
ラ

ヌ
満

ニ
タ
リ
、

諸

人

ノ
敷

地

不
定

、

孚
作

ノ
家

是
多

シ
、

去
年

火
災

ノ
塞
地

共
、

ク
ワ
輻

ニ
コ
ソ
ナ

リ

ニ
ケ

レ
、

適

ノ

コ
ア
」家

々

ハ
、
鮎

{疋
セ
ラ

レ
テ
…置
去

リ

ヌ
、

非
職

ノ
兵
杖

ハ
ヤ
リ

ッ

ツ
、
路

衣

ノ
禮
儀

、
辻

々

ハ
ナ

シ
、

花

山
桃

林

ず

ヒ

シ
ク

テ
、
牛

馬
華

洛

二
遍
蒲

ス
、

花

圃

法

皇

と

暉

＼

(
七

)
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花

圃

法

皇

と

輝

(
八
)

,

四

夷

ヲ

シ

ツ

メ

シ

鎌

倉

ノ

、

右

大

將
…家
一
ノ

掟

ヨ

リ

、

只

品

有

シ
武

士

モ

ミ

ナ

、

ナ

メ

ン

タ

ラ

ニ

ソ

今

ハ
ナ

ル
、

朝

二
牛

馬

ヲ

飼

ナ

カ

ラ

、

夕

昌
愛

ス

ル
,功

臣

ハ
、

左

右

ニ
オ

ヨ

ハ

ヌ
事

ソ

カ

シ
、

ず

セ

ル
忠

功

ナ

ケ

レ

ト

モ

、

過

・分

ノ
昇

進

ス

ル

モ

ア

リ

、

定

テ

損

ソ

ア

川

ラ

ン

ト

、

仰

テ

信

ヲ

ト

川

ハ

ヵ

ジ

、

天

下

一
統

メ

ッ

ラ

シ

キ

、

御
代

二
生

レ
テ
サ

マ
く

ノ
、
事

ヲ

ミ
キ
ク

ソ
不
思

議
共

、

京
童

ノ
ロ

ス
ず
ミ
、
十
分

一
ヲ

モ
ラ

ス
ナ

リ
L

(
大
日
本
史
料
、
第
六
編
之

一
)

な
か
な
か
に
辛
辣
を
き
は
め
て
ゐ
る
。
そ
こ
に
は
、

一
つ
の

ニ
ユ
ー

ス
的
表
現
と
し

て
免
れ
な
い
誇
大
化
が
あ
る

に
し

て
も
、
勿
論

そ
の
す
べ
て
が
虚
誕
と
し
て
斥
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
理
由
も
見
當
ら
な

い
。
恩
賞

の
錯
覧

繍
旨

の
翻
覆
、
及
び
功
臣
の
跳
梁
、
風
俗
の
奢
嬉
等
、

い
つ
の
時
代

に
も
、
そ

の
底
に
澱

ん
で
ゐ
る
人
間
生
活

の
赤

裸

々
な
姿
態
が
、
ま
ざ
く

と
具
髄
的

に
と
ら

へ
ら
れ
て
ゐ
る
乏
こ
ろ
に
、
限

り
な
き
興
味
を
威
ぜ
し
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
、
建
武
式
目

の
う
ち
に
云
ふ
、

一
、
可
被
行
倹
約
事
、

近

日
號
婆
佐
羅
、
專
好
過
差
、
綾
羅
錦
繍
、
精
好
銀
劔
、
風
流
服
飾
無
不
驚
目
、
頗
可
謂
物
狂
歎
、
富

者
彌
誇
之

8



貧
者
恥
不
及
、
俗
之
凋
弊
無
甚
於
此
、
尤
可
有
嚴
制
乎
、

一
、
可
被
制
群
飲
供
遊
事
、

如

格
條

者
、
嚴
制
殊
重
、
剰
耽
好
女
之
色
、
及
博
変
之
業
、
此
外

叉
或
號
茶
寄
合
、
或
稽
連
歌
會
、
及
莫
大
賭
、

其
費
難
勝
計
者
乎
、

一
、
可
被
鎭
狼
籍
事
、

書
打
入
、
夜
強
盗
、
所

々
之
屠
殺
、
辻

々
之
引
剥
、
叫
喚
更
無
断
絶
、
尤
可
有
警
固
之
御
沙
汰
乎
、

一
、
可
被
止
私
宅
黙
定
事
、

働
庖
弱
之
微
力
構
造
之
私
宅
、
忽
被
鮎
定
、

又
被
壊
取
之
問
、
無
所
隠
身
、
則
令
浮
浪
、
終

失
活
計
、
尤
不
便
之

次
第
也
、

一
、
京
中
塞
地
可
被
返
本
圭
事
、

如
當
時
者
.
京
中
過
孚
爲
塞
地
、
早
被
返
本
圭
、
可
被
許
造
作
哉
、
云
々

一
、
可
被
止
権
貴
井
女
性
輝
律
僧
口
入
事
、

こ
れ
ば
、9
全
文
十
七
箇
條

の
う
ち
藪

ケ
條

に
す
ぎ
な
い
。

建
武
式
目
は
、
人
も
知
る
や
う
に
、
建
武
三
年
、
足
利

奪
氏
が
二
階
堂
是
圓
、
僧
玄
悪
及
び
元
鎌
倉
幕
府
の
評
定
衆

で
あ

つ
た
少
武
頼
荷
等
に
、
幕
府

の
所
在
地
及
び
政
務

の
方
針
に

つ
い
て
諮
問
し
た

の
に
封
す

る
答
申
意
見
書

で
あ

つ
て
、

尊
氏
は
こ
れ
を
"そ
の
施
政

の

基
準
と
し
た

の

花

園

法
皇

と
灘

＼

(
九
)
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花

園

法

皇

と

縄

,

(
一
〇
)

で
、

一
種

の
法
典

と

も
見
な

る

べ
き

も

の

で
あ

る
が

、

こ
れ

だ

け

で
も

、
當

時

一
般
枇

會

の
情
勢

を

充
分

に
窺
知

す

る
こ
と

が
出

來

る
。

ま
だ

あ

る
。

栂

梧

風

冷

海

城

秋

焚

火

煙

溝

・灰

未

牧

遊

妓

不

知

亡

國

事

鳶

聲

々

奏

曲

渣

蘭

舟

(
東

海

一
福
集

一
)

博

多

よ
り

上
京

の
途

上
、
作

者

の
眼

に
映

じ
た

る
元

弘

の
齪
後

の

一
ス
ナ

ツ
プ

で
あ

る
。

淫
逸

の
風

は

地
方

に
充

ち

て

ゐ
た
。

太

李
記

の
作

者
は
嘆

く

、

「
暦

慮

改
元

ノ
比

ヨ
リ
、
兵
革

暫

ク
鎭

り
、

天

下
無

爲

二
属

ス
ト
イ

ヘ
ト

モ
、
京
中

ノ
貴

賎

ハ
省

窮
困

ノ
愁

晶
嬰

レ

リ
、
其

故

ハ
狼
戻

セ
シ
カ

バ
、
朝

儀

悉
腰

絶

シ
テ
、

改
道

サ
ナ

ヵ

ラ
塗
炭

二
瞳

ニ
ケ

ル
、

央

天
乎

ハ
必
萬

機

ノ
政

ヲ

行

ヒ
、

四
海

ヲ
治

給

フ

モ
ノ
ナ

リ
、
其

年
中

行
事

ト
申

ハ
、
…

…
…

是
等

ハ
皆

代

々
ノ
聖
屯
賢

君

、

天

二
受

、

地

昌

奉

シ
、
世

ヲ
鎮

メ
、

國

ヲ
治
云

ル
橿
機

ナ

レ

ハ
、

一
度

モ
断

絶

ス

ヘ
ヵ
ラ
ナ

ル
事

ナ

レ
ト

モ
、
近

年

ハ
天

下

ノ
翻

齪

二
依

テ
、

叫
事

モ
行

ハ
レ
ス
、

サ

レ

ハ
佛

法

モ
紳
道

モ
朝

儀

モ
節

會

モ
ナ

キ
世

」
成

ケ

ル

コ
ソ
淺

マ
シ
ケ

レ
、
L

(
廿

四

、
朝

儀
中

行
事

事

)

ま

さ
し

く
、

わ
が

中
世

は
政

治
的

暗
黒

の
時

代

で
あ

つ
忙
。
武

人

の

公
家
横

領

、
朝
儀

の
不
振

、

世

は
蕩

々
と

し

て
武
家

の
軍
鮭

下

に
踏

み

に
じ
ら

れ

た
。

と

か

く
、

権
勢

あ

る
と

こ
ろ

に

一
世

の
流

れ
は
傾

く
。

「
洛
中

武

士
等

、
出

行
則
飾

綾

羅
縷

金
銀

、
稽

之

日
時
勢
粧

、
鄭
細
婆
見

公
家

之
徒

、
則
嘲

笑

指
之

、
稻

所
領

乞

食
,
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公
家
少
年
等
懸
之
一
共
衣
色
烏
帽
刀
嚢
等
、
微
武
士
様
、
倖
爲
坂
東
聲
、
欲
混
武
士
也
、
武
士
富
強
、
而
公
家
日

貧
窮
、
不
能
務
職
、
故
朝
儀
殆
絶
、
帝
憂
之
…
…
…
L
(
績
本
朝
通
鑑

栢
寵
滑
野
薙
蝦
醐
天
皇
、
)

公
家

の
武
家
化
で
あ

る
。
見
識
あ
る
公
家
に
は
、
武
家
を
所
領
乞
食
と
嘲
笑
す

る
だ
け
の
時
代
的
反
省

の
絵
地
が

あ

っ
た
。
し
か
し
、
公
家
の
う
ち

で
も
、
そ
の
青
少
年
た
ち

に
は
、
そ
れ
が
出
來
な
か

つ
た
。
衣
服

の
色
彩
、
烏
帽

子
、
刀
嚢
ま
で
も
武
士

の
流
行
に
追
随
し
、
會
話
の
ア
ク

セ
ン
ト
に
も
、
坂
東
聲
を
織
り
込
ま
う
と
し
た
彼
等
青
少

年
公
家
た
ち
の
う
ち
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
時
代

の
波

の
大
き
な
投
影
を
見
ろ
こ
と
が
出

來
る
。

3

當

時
の
わ
が
佛
敏
界

に
於

て
、
歴
吏
面

に
新
し
く
撞
頭
し

て
き
た
暉
宗
が
、
古

い
傳
統
を
も

つ
佛
敏
徒
側

か
ム
、

如
何
な

る
態
度
を
も

つ
て
遇

せ
ら
れ
た
か
を
知

る
こ
と
は
、

つ
ね
に
、

「
古
き
も
の
」

に
封
す
る

「
新
し
き
も
の
」

の
も

つ
、
ま
た
花
園
法
皇

の
輝
宗
御
蹄
依
の
も

つ
歴
史
的
意
義
を
自
畳
す
る
こ
と

に
役
立

つ
も

の
と
思
は
れ
る
。
そ

の
代
表
的
な

る
事
件

は
、
所
謂
、
山
門
の
傲
訴

で
あ

る
。
南
朝
延
元
四
年

(
北
朝
暦
鷹

二
年
)
八
月
+
六
日
、
後
醍

醐

天
皇
吉
野

に
崩
じ
給

ふ
や
、

そ
の
十
月
、

光
嚴
上
皇
は
奪
氏
、

直
義

の
奏
請
ば

よ
つ
て
、

縮
山
殿
を
麗
刹

と
な

し
、
後
醍
醐
天
皇

の
御
冥
騙
を
資
け
、
夢
窓
疎
石
を
開
山
と
し
て
、
轟
山
暦
鷹
資

聖
麗
寺

の
寺
號
を
賜

つ
た

の
で
あ

る
。
後
醍
醐
天
皇

の
崩
御
は
、
何
と

い
つ
て
も
大
き
な
打
撃
を
國
民

に
あ
た

へ
た
。
後
醍
醐
天
皇
が
御

心
を
佛
法
に

よ
せ
ら
れ
し
こ
と
に
つ
い
て
は
、
北
畠
親
房

の
紳
皇

正
統
記
に
次
の
如
く
い
ふ
。

花

園

法
皇

と
灘

(
【
一
)
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花

園

法

皇

と

暉

(
=

】
)

「
あ

ま

つ
さ

へ
、

も
ろ

く

の
滋
を

こ
の
み

し
ら

せ
給

こ
と

あ

り
が

た
き

程

の
御

こ
と
な

り

け
ん

か
し

。
佛

法

に
も

御
心
ざ
し

ふ
か
く
て
、
む
ね
と
眞
言
を
な
ら
は
せ
給
。
は
じ
め
は
法
皇

に
う
け
ま
し
ま
し
け

る
が
、
後

に
前
大
僑

正

輝
助
に
許
可
ま
で
う
け
給
け
る
と
そ
。
天
子
灌
頂
の
例
は
唐
朝

に
も
み
え
は
べ
り
。
本
朝

に
も
清
和
の
御
門
、
禁
中

に
て
慈
畳
大
師

に
灌
頂
を
お
こ
な
は
る
。
圭
上
を
は
じ
め
奉

り
て
、
忠

仁
公
な
ど
も
う
け
ら
れ
た
る
、
こ
れ
は
結
縁

の
灌
頂
と
そ
申
め
る
。
此
度
は
ま
こ
と

の
授
職

と
お
ぼ
し
め
し
、
に
や
。
さ
れ
ど
、
猶
許
可
に
ざ
だ
ま
り
に
き
と
そ

そ
れ
な
ら
す
、
叉
諸
流
を
も
う
け
さ
せ
給
。
叉
諸
宗
を
も
す

て
た
ま
は
す
、
本
朝
異
朝
灘
門
の
僑
徒
ま
で
も
内

に
め

し

て
と

ぶ
ら
は
せ
給
き
。
す
べ
て
和
漢

の
道

に
か
ね
、
あ
き
ら
か
な
る
御
こ
と
は
中
比
よ
り
の
代

々
に
は
こ
え
さ
せ

ま

し

く

け

る
に
や

。」

(
岩

波

文
庫
本

に
よ

る
c
)

當
時
、
永

い
傳
統
を
も

つ
台
密

の
佛
教
に
封
し
て
は
、
暉

は
今
日
こ
の
頃

の
新
墾
者
に
す
ぎ
な
か

つ
た
。
取
る
に

足
ら
ぬ
馳
け
出
し
で
あ

つ
た
。
親
房
が

「
本
朝
異
朝
縄
門

の
俗
徒
ま
で
も
」
と
云

つ
た
の
は
、
ま
こ
と
に
當
然
な
表

現

の
仕
方
で
あ

つ
た
の
で
あ
ら
う
。
あ
れ
ほ
ど
に
、

天
皇
を
・お
苦
め
申
し
あ
げ
た
奪
氏
、
直
義
も
、
流
石
に
天
皇
崩

㌦

御
の
報
を
耳
に
し
て
は

「
哀
傷
」

の
念
禁
じ
が
た
き
も
の
が
あ
つ
た
。
し
か
も
、
そ

の
哀
傷

は

「
恐
怖
」

に
根
ざ
し

た
る
哀
傷

で
あ

つ
た
。
そ
れ
は
怨
霊
に
封
す

る
恐
怖

で
あ
る
。

こ
の
怨
霞
恐
怖

の

一
念
が
、
や
が

て
天
龍
寺
創
靱
と

な

つ
て
現
れ
た
の
で
あ
る
。
暦
鷹
資
聖
灘
寺
造
螢
記

に
い
ふ
、

「
後
醍
醐
院
鞭
階
野
暦
慮

二
年
八
月
十
六
日
崩
御
事
、
同
十
八
日
未
時
自
南
都
馳
申
之
、
虚
實
猫
未
分
明
、
有
種

々
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異
説
、
絡
實
也
、
諸
人
周
章
、
柳
螢
武
衛
爾
將
軍
、
哀
傷
恐
怖
甚
深
也
、
傍
七

々
御
忌
磐
慰
也
、

潴
脇
榔

且
爲
報

　

ち

恩
謝
徳
、
且
爲
怨
難
納
受
也
、
薪
建
立
蘭
若
、
可
資
彼
御
菩
提

之
旨
登
願
云

々
、L
(
大
日
本
史
料
第
六
編

)

　
へ

奪
氏
直
義
は
、
後
醍
醐
天
皇

の
怨
霊
の
御
仕
業
を
恐
怖
し
た
の
で
あ

る
。

「
夢
窓
國
師
、
左
兵
衛
督

二
申
サ

レ
ケ
川

ハ
、
近
年
天
下
ノ
様

ヲ
見
候

二
、
人
力
ヲ
以

テ
孚

力
天
災

ヲ
除

ヘ
ク
候
、

　

　

　

も

　

　

　

し

　

　

　

何

檬

是

ハ
吉
野

ノ
先

帝
崩

御

ノ
時

、
貼様
々

ノ
悪
相

ヲ
現

シ

マ
シ

マ
シ
候

ケ

ル
ト
、

註
ひ
岬
霊

御
憤

深

ク

シ
テ
、
國

土

二

め

　

　

も

　

　

　

　

　

　

　

し　

も

災

ヲ
下

シ
蝸

ヲ
成

ず

レ
候

ト
存

候

、

去
六
月

二
十
四

日

ノ
夜

ノ
夢

二
、

吉
野

ノ
上
皇

鳳
螢

二
君

テ
、
亀

山

ノ
行
宮

二

び

入

御

マ
シ

マ
ス
ト
見

・グ
候

シ
カ
、
幾

程

ナ

ク

テ
仙

去
候

、

叉
其

ノ
後

時

々
金
龍

二
駕

シ
テ
、

大
井

河

ノ
眸

二
迫
遙

シ

オ

ハ
シ

マ
ス
、

西
郊

ノ
難
跡

ハ
、

檀
林
皇

后

ノ
蛋

記

二
任

セ
、
謂

レ
ア

ル
由

匿

々

こ
候

、
哀

レ
然

ル

ヘ
キ
伽
藍

一
所

御

建

立
候

テ
、

彼

ノ
御
菩

提

ヲ
吊

ヒ
進

ラ

セ
ラ

レ
候

ハ

ハ
、

天

下

ナ

ト

カ
鎭

ラ

テ
候

ヘ
キ
、
菅

原

ノ
聖
廟

二
贈
欝

ヲ

奉

り
、

宇
治
馬

悪

左
府

二
官

位

ヲ
贈

り
、
讃
岐

院
隙

岐

院

二
奪
號

ヲ
誰

奉

り
、
仙

宮

ヲ
帝

都

二
遷

シ
進

ラ

セ
ラ

レ
シ

　

　

　

も

　

　

カ

バ
、

怨
窪
皆

静

リ
テ
、
却

テ
鎭

護

ノ
紳

ト
成

ヒ
給

ヒ
候

シ
者

ヲ
ト
申

ず

レ
シ
カ

バ
、

將
軍

モ
左

兵
衛

督

モ
此
議

尤

ト

ツ
甘

心

セ
ラ

レ
ケ

〃
、

ず

ラ

バ
頓

テ
夢
窓

國
師

ヲ
開

山

ト

シ
テ
、

一
寺

ヲ
建

立

セ
ラ

ル

ヘ
シ
ト

テ
、

鶉

山
殿

ノ
奮

跡

ヲ
織

シ
、

安
藝

周
防

ヲ
料

國

二
寄

ラ

レ
、

天
龍

寺

ヲ

ソ
作

ラ

レ
ケ

ル
。」

(
太
李

記

廿
四

、

天
龍

寺

建

立
事
。
傍

鮎

筆

者
附
加

)
。

ノ

そ

れ

に
し

て
も
、

後
醍
醐

天
皇

を

め
れ
程
ま
で

に
苦

め
奉

つ
た
算
氏

が

、
同

年

十

一
月

二
十

六

日
、
後

醍
醐

天
皇

花

園

法

皇

と

輝

…

(
一
三
)

嘩13'



花

園

法

皇

と
縄

(
圃
四
)

百

ケ
日
の
法
會
を
等
持
院
に
螢
ん
だ
と
き
、
彼
が
諦
し
た
願
丈
中

に
、

「
情
顧
微
質
之
鷹
揚
、
起
於
先
皇
之
鴻
漸
者
乎
、
温
柔

之
叡
旨
猫
留
耳
底
、
禁
慕

之
愁
腸
、
難
霊
心
端
、
恩
恵
無

窮
、
報
謝
何
疎
」
(
金
澤
嶽
絵
残
編
坤

源
奪
氏
願
文
の

一
節
)

と
そ
の
切

々
の
眞
情
を
吐
露
し
て
ゐ
る
の
を
見

る
と
き
、
尊
氏
が
何
故
に
後
醍
醐
天
皇
に
叛
き
奉

つ
た
か
を
、
今

更
な
が
ら
疑
は
ざ
る
を
得
な
い
。

(
中
村
直
勝
氏
著
、
南
朝

の
研
究

二
十
三
頁
屡
照

)

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
天
龍
寺
開
山
と
し
て
、
夢
窓
疎
石
を
立
た
し
め
ん
と
し
た
が
、
彼
は
こ
れ
を
固

僻
し
て
う
け
な
か

つ
た
。
こ
の
間
の
事
情

に
つ
い
て
、
暦
資
聖
灘
寺
造
螢
記

に
は
、
家
の
如
く
い
ふ
、

「
而
猶
可
爲
藤
院

之
由
、
公
儀
治
定

之
問
、
國
師
可
有
管
領
之
由
被
定
下
之
慮
、
固
僻
、
然
而
推
而
可
申
成
勅
裁

之
旨
沙
汰
了
、
以
御
使
行
重
付
進
事
書
於
上
卿
灘
願
轍
耕
納
曽圓

折

紙

鎚
山
殿
事
可
擬
暉
院
之
旨
、
先
日
被
仰
下
了
、
此
上
恣
被
下
院
宣
於
夢
窓
國
師
並
武
家
、
可
致
其
沙
汰
由
可
申
入

乎
、
圓
忠
執
筆

其
後
被
下
院
宣
去

鶉
山
殿
事
、
爲
被
資
後
醍
醐
院
御
菩
提

、
以
仙
居
改
佛
閤
、
早
爲
開
山
致
管
領
、
令
專
佛
法
之
弘
通
、
可
奉
所
先

院
之
謹
果
者
、
院
宣
如
此
、
勿
執
達
如
件
、
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暦
鷹
二
年
十

一
月
五
日

按

察

使

経

顯

奉

夢
窓
國
師
方
丈
L

,

こ
れ
に
よ

つ
て
も
明
瞭

で
あ

る
や
う
に
、

一
旦
は
固
辮
し
た
も
の
の
、
勅
旨
と
あ

つ
て
は
如
何
と
も
な
し
が
た
く

遽

に
嚴
命
を
奉
じ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と

に
關

し
て
は
、
相
當
有
力
者
の
間
に
も
反
封
意
見
が
あ

つ
た

も
の
の
や
う
で
、
世
人

の
褒
既
も
ま
た
匿

々
た
る
も
の
が
あ

つ
た
。
同
じ
く
暦
鷹
資
聖
灘
寺
造
螢
記

に
い
ふ
。

「
此
聞
世
人
褒
既
匠
也
ゆ
就
中
堀
川
右
大
臣
家

巳
被
出
事
書
於
武
家
、
騒
緯
獺
凱
嶺
如
其
欺
旨
趣
者
、
代

々
皇
居
無

蔓
名
所
也
、
…難
被
顛
倒
之
上
、
依
近
年
之
兵
齪
、
人
民
窮
困
、
螢
作
之
大
功
、
不
可
然
云

々
、
諫
言
難
黙
止
之
上

武
家
不
可
自
專
之
間
、
付
進
上
卿
蝋
牒

経
奏

聞
徹
儲
報
麟
不
及
勅
許
之
由
、
被
仰
下
之
問
、

叉
興
行
、
」

か
く
の
如
く
、
天
龍
寺
造
螢

に
封
す
る
反
封
理
由
の
第

一
は
、
代

々
の
皇
居
た
る
無
隻

の
名
所

(
亀
山
殿
)
を
灘

院

と
す
乃
こ
と
の
不
可
な
る
こ
と
、
第

二
に
は
、
永
ら
く
の
兵
齪
に
災

せ
ら
れ
て
困
窮

せ
る
人
民
を
、
そ
の
螢
作

に

使
役
す
る
こ
と
の
不
可
な

る
こ
と

に
あ

つ
た
。
し
か
し
、
か

、
る
反
封
意
見
も
、
勅
旨
の
前

に
は
影
を
び
そ
め
ざ
る

を
得
な

い
。
,
工
事
は
遽

に
着
手

さ
れ
た
。
そ
の
仕
事
始
め
に
は
、
奪
氏
自
ら
土
を
憺

つ
て
奉
仕
し
た
。

「
初
當
開
基

趾
時
、
先

公
伯
仲
、
自
澹
土
者
三
次
、」
(
塞
華
日
用

工
夫
略
集

三
)
。

造
螢
費
捻
出

の
た
め
に
は
、

天
龍
寺
船

の
渡

宋
と
ま
で
な

つ
た
。
か
く
し
て
、
七
年

の
歳
月
を
閲
し
、

「
鰻
轟

山
天
龍
資
聖
灘
寺
、
九
十
八
代
光
明
院
年
號
、
暦

鷹

二
年
己
卯
瓶
螢
、
同
上
其
間
七
年
、
貞
和
六
年
乙
酉
、
八
月
廿
九
日
開
堂
」

(
和
漢
灘
刹
次
第
)
、

こ
＼
に
、
貞

花
園

法
皇

と
縄

(
一
五
)
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花

園

法

皇

と

暉

(
一
六

)

和
元
年
八
月
二
十
九
日
を
ト
し
て
ゐ
盛
大
な
る
落
慶
供
養
が
行
は
れ
た
の
で
あ

る
。

こ
の
時

で
あ

る
ー

こ
の
落
慶

法
皇

に
臨
幸
を
奏
請
す
る
旨
を
耳

に
し
た
延
暦
寺
衆
徒
が
、
猛
烈
な

る
反
封
運
動
を
起
し
た
の
は
。

こ
れ
即
ち
、
山

門

の
藪
訴
で
あ

る
。

4

や

ぬ

こ
、
に
於
て
か
、
叡
山

の
衆
徒
等
、
憤
怨
や

る
が
た
な
く
、
わ
が
佛
敏
史
上
に

一
大
汚
黙
を

の
こ
す
如
き
態
度

に

い
で
た
の
で
あ
る
。
即
ち
天
龍
寺
を
破
殿
し
、
夢
窓
疎

石
を
罪

せ
ら
れ
ん
こ
と
を
要
請
し

て
や
ま
す
、
こ
れ
に
封
し

て
、
光
嚴
上
皇
は
、

旨
を
天
台
座
圭
承
胤
法
親
王

に
傳

へ
て

彼
等
を
諭
さ
し
め
ら
れ
た
が
、

衆
徒
は

こ
れ

に
服

せ

す
、
朝
廷

へ
の
噺
訴
は
、
天
龍
寺
落
慶
供
養

の
前
年
末
よ
り
、
翌
年
八
月
ま
で
實

に
藪
回

に
わ
た

つ
て
行
は
れ
た

の

で
あ

る
。
今
、
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
等

の
言
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

「
康
永
三
年
十
二
月
廿
七
日

＼

叡

山

本

院

衆

會

事

書

告
申
大
衆
御
中

就
大
會
勅
使
可
被
脛
執
奏
事

右
政
道
有
横
則
山
門
加
諌
言
、
學
侶
含
訴
則
朝
家
被
優
異
者
、
不
易
之
佳
例
、
有
溢
之
善
也
、
此
偏
依
馨
王
山
王

護
鳳
闘
安
泰
、

一
乗
上
乗
致
輝
徒
習
學
故
也
、
於
叢
頃
年
以
降
、
繹
念
而
宗
充
満
洛
中
、
異
類
異
形
俳
徊
路
頭
、

亡
國
之
因
縁
、
放
碍
之
至
極
也
、
剰
夢
窓
怯
師
構
趨
山
皇
居
於
灘
堂
、
卜
聖
王
覧
跡
於
荘
室
、
希
代
之
狼
籍

、
奇

!6



惟

之
所
行
也
、
山
阻
箏
不
加
嫡
誠
乎
、
結
句
過
帳
之
飴
、
以
自
所
之
草
庵
、
申
成
勅
願
寺
、
爲
遽
供
養
、
可
奉
勧

臨
幸

云
々
、
事
實
者
朝
代
之
楚
忽
、
山
門
欝
陶
也
、
急
速
於
彼
夢
窓
法
師
者
、
任
申
講
被
放
遠
島
、
働
圓
宗

之
再

興
、
爲
抽
御
願
忠
節
、
所
告
申
如
件
、

康
永

三
年
十

二
月
日
L

(
三
千
院
文
書
三
)

天
龍
寺
疎
石
排
撃

の
火
蓋
は
切
ら
れ
た
。
山
門
大
衆

へ
の
撒

は
飛
ん
だ
。
彼
等
は
云
は

ゴ
、
當
時
に
於
け
る
政
道

監
覗
を
も

つ
て
自
ら
任
じ
て
ゐ
た
。
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
、
右
の
文

の
冒
頭
に

「
右
政
道
有
横
則
山
門
加
諌
言
、
學
侶

含
訴
則
朝
家
被
優
異
者
、
不
易
之
佳
例
、
有
道
之
善
政
也
」
と
言
ひ
得
た
の
で
あ

る
。
こ
の
傲
兀
不
遜
な

る
山
門
衆

徒

の
甥
朝
家
態
度
を
知

る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
遺
幟
な
が
ら
、
如
何
な

る
辮
疏
を
も
な

し
得
な

い
こ
と
を
悲
し
む
も

　

の
で
あ

る
。

「
暉
念
雨
宗
充
満
洛
中
、
異
類
異
形
俳
徊
路
頭
」
と
、
當
時
の
新
興
佛
教

た
る
灘
と
念
佛
に
野
す
る
反

威
は
、
形
容
の
限
り
を

つ
く
し
た
表
現
と
な

つ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
前

に
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
彼
等

の
要
求
す
る
と

こ
ろ

は
、
逡

に
、
急
速
な
る
夢
窓
疎
石

の
遠
島
流
罪
と
な

つ
て
迫
る
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
彼
等
の
圭
張
を
聴

か
う
i
ー

。

「
康
永
四
年
六
月
廿
九
日
政
所
集
會
議
日
、

早
可
被
相
鯛

西
塔
院

右
就
紳
明
之
加
護

、
属
天
下
之
静
譲
、
依
佛
法
之
威
力
、
有
政
遣
之
吉
凶
、
政
道
若
有
横
、
衆
徒
含
愁
訴
、
國
土

不
穏
、
萬
民
抱
憂
幡
、
正
之
有
賞
罰
者
、
有
道
之
賢

者
也
、
護
之
添
天
命
者
、
我
山
之
佛
紳
也
、
而
此
比
異
類
形

。

舵

園

法
皇

と

輝

(
一
七
)
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花

園

法
皇

と
藤

二

八
)

之
輩
洛
中
充
満
、
非
道
魔
解
之
夢
窓
法
師
邪
法
興
行
、
此
之
條
言
語
道
断
之
珍
事
也
、
不
可
不
罰
者
歎
、
結
句
邊

頂
之
蝕
、
以
國
聖
圭
先
帝
之
霊
跡
、
樽
自
所
住
之
縄
堂
、
自
由
狼
籍
之
至
、
王
法
嚢
微
之
因
縁
也
、
剰
如
風
聞
者

,

以
乞
食
法
師
之
栖
、
稻
勅
願
寺
、
可
奉
勧
天
子
之
臨
幸

之
由
其
聞
有
之
、
爲
實
事
者
比
興
不
思
儀

之
至
、
更
非
所

及
言
語
、
王
法
佛
法
之
滅
期
、
只
有
此
時
、
所
詮
於
夢
窓
法
師
者
慮
刑
罰
、
於
灘
堂
者
不
廻
時
刻
、
仰
犬
紳
人
可

被
破
却
之
旨
、
就
來
月
三
日
早
成
三
塔
之
群
議
、
急
速
可
有
其
沙
汰
之
由
衆
議
畢
、
L
(
山
門
訴
申
豚
講
畔
報
養
事
)

わ
れ
わ
れ
は
、
右

の
文
中
か
ら
、
現
代
日
本
佛
教
徒

の
現
實

の
問
題
と
し
て
再
反
省
を
迫
ら
れ
る
課
題
を
登
見
す

る
こ
と
が
出
來
る
と
思
ふ
。
そ
れ
は
何

で
あ
ら
う
か
。
王
法
と
佛

法
ど

の
關
係
問
題

で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
國
家

と
佛
教
と

の
そ
れ
で
あ
る
。
右
文
中

そ
の
冒
頭
に

「
依
佛
法
之
威
力
、
有
政
滋
之
吉
凶
」
と
断
言
さ
れ
て
ゐ
る
如
き

叉
は

「
護
之
添
天
命
者
、
我
山
之
佛
神
也
」
と

い
ひ
、
更

に

「
王
法
裏
徴

之
因
縁
也
」
、
「
王
法
佛

法
之
滅
期
、
只
有

此
時
」
と

い
ふ
が
如
き
言

は
、
今
日
の
國
燈
明
徴

に
よ
る
國
民
的
自
昼
よ
り
見

る
と
き
、
噺
じ
て
許
さ
れ
ざ

る
反
國

禮
的
言
読
と
い
ふ
べ
く
、
斯
か

る
言
読
は
只
輩
に
過
去
の
文
書
中
に
の
み
螢
見
さ
れ
る
も
の
な

り
と
し

て
問
題

を
過

去
に
と
ど
め
、
そ
れ
が
た
め
に
現
代

の
問
題
を
見
落
す
如
き
こ
と
が
あ

つ
て
は
な
ら
な

い
と

い
ふ
こ
と
を
痛
域
す
る

次
第
で
あ
る
。
過
去

の
佛
教
史
に
あ
ら
は
れ
た
る
、

斯

か
る

封
國
家
態
度
を

今
さ
ら
責

め
ん
と
す
る

も
の
で
は
な

い
。
問
題
は
現
在
と
未
來
と
に
あ

る
。
而
し
て
、
そ
の
問
題
を
如
何
に
解
決
す

べ
き
か

に
關
し
て
は
、
眞
面
目
な
國

民
的
自
畳
か
ら
再
槍
討
す

べ
き

で
あ

る
と
い
ふ
に
と

ゴ
め

て
お
く
。
わ
れ
わ
れ
は
、
さ
ら
に
煩
を

い
と
は
す
彼
等

の
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言
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

「
告
申

衆
徒
御
中

天
龍
寺
急
速
可
有
破
却
事

右
延
暦
聖
圭
遷
李
安
城
、
高
租
大
師
開
比
叡
山
以
降
、
法
燈
普
曜
九
野
、
帝
這
遠
及
萬
年
、
鎮
護
國
家
之
秘
術
、

海
内
静
離
之
懇
所
、
偏

酬
當
山
之
護
持
者
哉
、
愛
當
御
代
有
御
蹄

依
達
磨
宗
、
黙
轟
山
皇
居
、
被
建
天
龍
寺
、
爲

嚴
重
勅
願
可
有
供
養
儀
云
々
、
亡
國
之
瑞
兆
、
大
教
之
凌
夷
、
何
事
如
之
哉
、
凡
教
外

別
傳
之
灘
法
者
、
四
教
三

観

之
怨
敵
也
、
不
立
文
字

之
宗
風
、
量
非
三
密
四
曼

之
違
文
哉
、
就
中
宋
朝
此
宗
興
盛
而
蒙
古
忽
奪
國
、
日
域
暉

宗

繁
昌
而
法
滅
定
在
近
歎
、
急
速
被
経
奏
達
、
於
天
龍
寺
仰
犬
紳
人
令
破
却
之
、
於
疎

石
法
師
者
可
被
庭
不
返
之

遠
流
者
也
、
是
全
非
名
聞
更
非
利
養
、
且
奉
所
帝
蓮
、
且
爲
織
法
命
、
所
告
申
如
件

●康
永
四
年
七
月
三
日
」

　

(
康
永
四
年
山
門
申
状

帝
國
圖
書
館
本
)

,

そ

の
調
子

に
は
、
依
然
と
し
て
鍵
り
が
な
い
。

「
亡
國
之
瑞
兆
」
な
ど
の
不
隠
な
交
宇
が
見
ら
れ
る
。
灘
宗
排
撃

の
理
由
と
し
て
墨
げ

る
と
こ
ろ
、

「
凡
教
外
別
傳
之
輝
法
者
、
四
敏
三
観
之
怨
敵
也
」

で
あ

つ
た
り
、

「
不
立
文
字

之
宗
風
、
量
非

三
密
四
曼
之
蓮
文
哉
」

で
あ

つ
た
り
、

「
宋
朝
此
宗
興
盛
而
蒙
古
忽
奪
國
」
と
の
歴
史
観

の
假
定

の

も
と

に
、

「
日
域
輝
宗
繁
昌
而
法
滅
定
在
近
歎
」

と
す

る
な
ど
、
何
れ
も
探

る
に
足
ら
な

い
猫
断
論

の
連
績

で
あ
る

花
園

法

皇

と
輝

(
一
九
)



花

風

法
皇

と
陣

(
二
〇
)

そ
の
あ
と

へ
、

「
是
全
非
名
聞
更
非
利
養
」
と
附
加
し
て
ゐ
る
の
は
、
正
に
籔
蛇
的
辮
解
に
近
き
威
が
あ

る
。
彼
等

の
申
歌
は
ζ
れ

に
鑑
き
な
い
。
そ
し
て
、
排
撃

の
鋒
は
ま
す
ま
す
尖
鏡
化
さ
れ
で
ゆ

く
。

,

「
延
暦
寺

三
千
大
衆

法
師
等
誠
憧
誠
恐
謹
言
、

請
特
蒙

天
裁

、
因
准
先
例
、
被
停
磨
疎
石
法
師
邪
法
、
追
放
共
身
遠
島
、
至
天
龍
寺
者
止
供
養
儀
則
、
恢
弘
顯
密

雨
宗
敏
迩
、
彌
致
國
家
護
持
精
所
状
、
右
謹
考
案
内
、
直
囁
諸
宗
之
最
頂
、
扶
護
百
王
之
聖
躬
、
唯
天
台
顯
密

法

而
巳
也
、
仰
之
彌
高
、
誰
禁

一
實
圓
頓
之
月
、
鎖

之
彌
堅
、
掲
折
四
曼
相
即
之
花
、
是
以
累
代
之
徳
化
、
添
比
叡

蓮
於
當
山
、
諸
刹

之
興
基
、
多
寄
稻
號
於
末
寺
、
若
夫
順
則
不
妨
、
建
仁
之
儀
在
前
、
逆
則
不
得
、
嘉

元
之
例
在

後
、
今
如
疎
石
法
師
行
述
者
、
食
柱
蓋
虫
射
人
含

沙
也
、
亡
、國
之
先
兆
、
大
教
之
陵
夷
、
莫
甚
於
此
、
何
以
溢
諸

纏
叩
共
端
暗
暴
西
來
之
宗
旨
、
悉
破
東
漸
之
佛
法
、
守
之
者
蒙
翁
向
壁
、
信
之
者
絨
石
爲
金
、
其
愚
如
斯
実
、
加

携
移
皇
居
之
遺
基
、
爲
人
庭
之
棲
界
、
何

不
傷
之
哉
、
三
朝
禮
儀
之
明
堂
云
絹
爲
野
干
難
戸
之
地
、
八
宗
論
談
之

梵
席
永
絶
、
替
鬼
神
暢
舌
之
聲
、
笑
問
彼
行
藏
何
所
似
、
讐
猫
調
達
葦
衆
而
落
邪
路
、
提
羅
貧
供
而
開
利
門
、
鳴

呼
人
家
漸
爲
寺
、
古
賢
悲
而
誠
之
、
矧
於
皇
居
哉
、
聞
説
巖
栖
澗
飲
、
大
忘
人
世
、
道

人
之
幽
趣
也
、
疎
石
濁
背

之
、
山
櫛
藻
疎
、
自
安
居
所
、
俗
士
之
奢
修
也
、
疎
石
省
過
之
、
韓
光
掩
門
、
何
異
鍮
培
之
人
、
垂
手
入
塵
、
宛

同
執
鞭
之
士
、
天
下
言
之
漱
口
、
山
上
聴
之
洗
耳
之
庭
、
剰
今
臓
臨
幸
之
粧
、
將
刷
供
養
之
儀
、
回
藪
三
千
學
侶

忽
爲
雷
同
、

一
紙
表
奏
累
驚
天
聴
、
於
是
有
勅
答

云
、
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天
龍
寺
供
養
事
、
非
嚴
重
勅
願
寺
准
擦
、
當
寺
奉
爲
後
醍
醐
院
別
被
建
立
了
、
而
彼
御
追
善
御
佛
事
、
武
家
申
行

之
問
、
爲
御
聴
聞
密
々
可
有
臨
幸
歎
之
由
、
所
有
其
沙
汰
也
、
山
門
訴
申
何
篇

哉
云
々
、

就
論
宣
訪
往
事
、
.
捨
元
務
末
、
非
明
王
之
至
徳
、
輕

正
重
邪
、
豊
佛
意
之
所
蹄

、
而
今
九
院
荒
磨
而
奮
苔
疎
補
侵

露
之
隙
、
五
堂
回
緑
而
彫
木
未
廻
成
風
之
斧

、
吾
君
何
閣
天
子
本
命
之
道
場
、
被
興
檀
牛
前
身
之
僧
界
、
碕
哉
世

在
偉

朴
四
華
敷
台
嶺
、
悼
乎
時
及
澆
薄
五
葉

爲
聚

林
、
正
法
邪
法
興
慶
藥
然
而
可
観
之
、
倍
看
佛
法
減
盤
纒
文
、

我
滅
鑑
期
、
五
濁
悪
世
、
魔
作
沙
門
、
壊
齪
吾
道
、
但
貧
財
物
、
積
集

不
散
、
誠
契
斯
言
、
今
疎
石
是
也
、
望
請

天
裁
急
断
葛
藤
、
於
天
龍
寺
者
、
須
令
創
勅
願
之
號
、
停
勅
會
之
儀
、
流
刑
躁
石
、
撒
却
彼
寺
、
若
然
者
法
性
常

佳
之
燈
長
挑
、
而
耀
後
五
百
歳
之
闇
、
皇
化
照
臨
之

日
自
暖
、
而
麗
春
三
二
月
之
天
尖
、
不
耐
懇
欺
之
至
、
衆
徒

等
誠
怪
誠
恐
謹
言

康
永
四
年
七
月
日

三

千

大

衆

法

師

等
上
」

躁
石
流
刑

の
要
講
は
撤
回
さ
れ
な

い
。
そ
し

て
、
と
ど
ま
る
こ
と
を
知
ら

ぬ
彼
等
の
驕
傲
な
る
言
説
は
、
い
よ
い

よ
そ
の
無
軌
道

ぶ
り
を
露
は
に
す

る
。
見

よ
、
そ
の
論
宣

に
封
す
る
批
勃
的
態
度

を
。

「
就
論
宣
訪
往
事
、
捨
元
務

末
、
非
明
王
之
至
徳
」
と
は
、
そ
も
何
た

る
暴
言

で
あ
ら
う
か
。

「
吾
君
何
閣

天
子
本
命
之
道
場
、
被
興
檀
牛
前
身

之
檜
界
」
と

の
詰
問
的
言
僻
と
い
ひ
、
更

に

「
一
紙
表
奏
累
驚
天
聴
」

と
、
自
ら
放
言
す
る
に
至

つ
て
は
、
も
は
や

言
語
道
断
、
そ
の
罪
過
彌
天
な
り
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
こ
と

に
、
日
本
佛
教
更
上
の
重
大
な
る

一
汚
黙

花

園

法
皇

と
縄

(
二
U
)
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花

園

法
皇

と
輝

、

(
二
二
)

と

い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
さ
ら
に
、
七
月
廿
日
附

の
山
門
衆
徒
院
参
申
詞
を
見

る
な
ら
ば
、

「
(
前
略
)
叉
不
可
有
擁
護
之
法
験
、
然
者
關
東
先
代

之
滅
亡
、
前
鑑
不
遠
、
後
車
蓋
誠
、
就
中
後
嵯
餓
院
皇
統
雨

御
流
之
問
、
魑
山
院
御
宇
多
院
先
朝

此
三
代
、
縄
法
御
蹄
化
異
予
他
、
如
今
者
其
御
子
孫
之
繊
膿
如
何
、
而
御
深

草
院
伏
見
院
後
伏
見
院
爾

三
代
問
'
灘
法
御
館
依
段
、'

曾
以
不
承
及
、
偏
若
稽
嚢
聖
明
王
之
嘉
閾
、
專
敬
禮
大
師

先
徳

之
誓
約
、
崇
顯
密
之
佛
法
、
備
朝
家
之
護
持
御
之
間
、
聖
蓮
自
昌
、
徳
化
彌
新
之
慮
、
近
年
俄
弁
古
風
、
粗

有
灘
法
御
蹄
重
之
形
、
冥
慮
難
測
云
々
」

(
康
永
四
年
山
門
申
状
)

と
述

べ
、
鎌
倉
幕
府

の
滅
亡
を
も

つ
て
、
灘
宗
信
仰
に
よ
れ
り
と
し
、
前
鑑
遠
か
ら
す
後
車
蓋

ん
ぞ
誠
め
ざ

る
と

、

暗

に
そ
の
滅
亡
の
期
あ
ら
ん
こ
と
を
示
唆
し
、
あ
ま

つ
さ

へ
、

「.如
今
者
其
御
子
孫
之
織
膿
如
何
」
、
「
冥
慮
難
測
」

と
い
ふ
に
至

つ
て
は
、

こ
れ
ま

た
不
穏

至
極
と

い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
當
時
京
都

に
あ

つ
て
、

久
し
く
大
臣
の
要
位
を
占
め
、
朝
廷
の
典
故

に
通
す
る
博
學
多
識

の
人
と
し

て
有
名
な
藤
原
公
賢
も
、
そ
の
日
記

「

園
太
・暦
」

に
い
ふ
、

山
門
衆
徒
陣
屡
事
可
被
仰
武
家
之
由
事
、

「
七
月
廿

二
日
天
晴
、
坊
城
前
宰
相
傳
勅
定
云
、
山
門
訴
訟
事
、

一
昨
日
衆
徒
陣
屡
申
詞

、
只
今
可
被
遣
武
家
、

而
此
申
詞
以
外
枝
葉

多
歎
、
然
而
公
家
非
可
被
用
捨
歎
、
此
上
被
遣
武
家
之
條
、
可
爲
何
様
哉
云
々
者
、
非
奏
状

山
徒
参
上
申
詞
也
、
悪
口
過
言
雌
不
能
左
右
、
不
可
及
取
捨
哉
之
由
申
了
、
朝
家
無
元
老
有
識

之
仁

、
武
家
叉
不
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能
輔
導
之
趣
、
及
歎
枚
書
之
、
!不
足
言
事
也
L

(
園
太
暦

五
ウ

公
賢

の
記
す
る
通
り
、
彼
等
の
申
詞

の
内
容
は

「
以
外
枝
葉

多
鰍
」

で
あ
る
し
、

「
悪
口
過
言
」
左
右
し
能
は
ざ

る
も
の
で
あ

つ
た
。
し
か
も

「
歎
枚
駄
及
ん
で
書

か
れ
た
」

そ
れ
ら

の
牢
詞

も
、
所
詮
は

「
不
足
言
事
也
」
と
、
輕

く
片

づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
に
過
ぎ
な

い
の
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
公
賢
と
共
に

「
不
足
言
事

也
」

と
し
て
、
簡
輩
に
見
逃
が
す
わ
け
に
は
行
か
な

い
こ
と
、
既

に
論
じ
て
き
た
如
く
で
あ

る
。

5

'

L

天
龍
寺
落
慶
供
養

の
日
は
近
づ
い
た
。

山
門
衆
徒
の
猛
反
勢
運
動
は
、

い
よ
く

最
後

の
あ
が
き
を
見
せ
て
く
る

康
永

四
年
八
月
三
日
附
、
政
所
集
會
議

の
訴
申
に
い
ふ
、

「
(
前
略
)
疎
石
争
菟
萬
人
之
諺
難
哉
、
借
見
頃
年
以
來
、
縄
宗
徒
之
風
儀
、
所
翫
者
荘
老
外
敏
、
以
無
爲
極
、
所

修
者
胸
臆
邪
念
、
以
心
爲
師
、
學
至
徳
遣
遙
之
風
、
詠
詩
展
志
、
追
死
次
枯
木
之
跡
、
結
項
善
性
、
経
論
聖
教
錐

盗
藏
納
筐

。
無
人
披
閲
、
只
假
名
於
佛
子
、
卜
居
於
聚
林
、
費

於
世
財
、
貧
於
國
寳
、
聚
頭
而
談
人
上
、
虹
肩
而

與
睡
眠
、
是
偏
爲
附
佛
法
之
外
道
、
將
又
非
國
賊
、
何
況
於
疎
石
、
(
中
略
)
、
不
辮
國
費
、
不
顧
人
煩
、
四
海
之

悲
、
八
挺
之
歎
、
當
時
專
在
疎

石
者
歎
、
已
爲
法
滅
之
妖
悟
、
時
代
之
妖
佐
、

(
下
略
)」

山
門
衆
徒
の
疎
石

へ
の
憎
悪

は
、
途

に
彼

に
呈
す
る
に

「
國
賊
」

の
稻
呼
を
も

つ
て
す
る
に
至
つ

た
。
藪
年
前
、

わ
が
教
界
論
壇
を

さ
は
が
し
た
村
松
某
の
夢
窓
國
師
國
賊
論

の
如
き
も
、
こ
、
に
そ
の
濫
筋
を
見
出
す
こ
と
が
出
來

花

園

法

皇

と

輝

(
二
三

)

㍉
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花

園

法

皇

と

縄

風

(二
四
)

る
わ
け

で
あ

る
。

「
拉

肩

而
與

睡
眠
、

是
偏

爲

附
佛

法

之
外
道

、

將

叉
非

國
賊

、
何

況
於
疎

石

」

と
、

正
面

攻
撃

の

矢

面

に
立
た

さ

れ
た
彼

れ
は

、

こ
れ

に
野

し

て
如

何
な

る
態

度
を

と

つ
た

で
あ

ら

う
が

。

彼
れ

の

バ
ッ
ク
に
繍
朝

家

武

家

の
信
仰

支
持

あ

り
、
些

か
も
取

り
齪

す

こ
と

な

く
、

納

ま

つ
て
ゐ

た
こ

と
は
勿

論

で
あ

b
、

僅

か

に
左

の
如

き

頚

を

作

つ
て

そ
れ

に
酬
ひ

た
と

傳

へ
ら

れ

て
ゐ

る
。

昏

法

弱

魔

張

供

養

成

檀

那

外

護

出

常

情

轟

山

背

上

天

龍

睡

猿

狙

三

千

叫

不

驚

そ

こ
で
、

そ

の
結
果

は
何

う

で
あ

つ
た

か
。

わ

れ
わ

れ

は

叉
し

て
も
、

太
卒

記

の
作

者
を

し

て
語

ら

し

め
た

い
と

思

ふ
。

「
衣

ノ
日
臆

テ
山
門

ノ
奏

状

ヲ
武
家

へ
下

ず

レ
、

計

ヒ
申

ヘ
キ

由
仰

下

サ

レ
シ
カ

ハ
、

將
軍

左

兵
衛

督

課

共

二
、

山

門
奏

状

ヲ
披
・見

シ
テ
、
是

ハ
ソ

モ
何
事

ソ
、

土寸
ヲ
建
僑
…
ヲ
酋
寸
フ
ト

テ
、

山
門

ノ
所

領

ヲ

モ
妨

ケ

ス
、
・衆
拙従
ノ
煩

ニ

モ
ナ

ラ

ス
、
適

公
家
武

家
、
佛

法

二
蹄

シ
乳
大
善

事

ヲ
修

セ

ハ
、
方

炮
圓

頂

ノ
身

レ

シ
・プ
メ

、

共

二
悦

フ

ヘ
キ
事

ニ

コ
ソ

ア

ル

ム
、
障

擬

ヲ
成

ン
ト

ス

川
條

,
返

々
不
思
議

ナ

リ
、

所

詮
神

輿

人
洛

ア

ラ

バ
、

兵

ヲ
相

遣

シ
テ
妨

ヘ
シ
、

路

次

羨

棄
奉

ラ

バ
、
京
中

　
ア
ル
銀

師

ノ
土
臓

ヲ
黙

シ
、
造
替
ず
ゼ

ン

　
、
何

ノ
痛

誰
有

ヘ
キ
、
非
撮

ノ
廠
訴

ヲ
棄
置

シ
、
嚴

重

ノ
供
養

ヲ
逮

ラ

ル

ヘ
シ
ト
、

奏
聞

ヲ
ソ
経

ラ

レ
ケ

ル
、
武

家

如

此
申
沙

汰

ス
ル
上

ハ
、

公
家
何

ソ

異

議

二
及

ヘ
キ

ト
・グ
、
既

三
畢
嚴
重

ナ

リ

シ
カ

バ
、
列

屡

セ

シ
大
衆

、
徒

二
款

朕

ヲ
公
庭

轟
棄

ラ

レ
テ
、
面

目

ヲ
先
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ヒ
登
山

ス
L

(
太
李
記
、
に
階
㎜
曝
訴
公
卿
倉
議
事
)

か
く
し
て
、
八
月
二
十
九
日
、
天
龍
寺
供
養

は
盛
大

に
取
り
行
は
れ
、
勅
使
院
使
之
に
臨
み
、
奪
氏
直
義
も
至
候

し
た
。
そ
の
翌
三
十
日
に
は
光
嚴
上
皇

の
御
臨
幸
あ
り
、
滞
り
な

く
そ
の
盛
儀
は
圓
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
計
日

天
晴
、
今
朝
上
皇
臨
幸
天
龍
寺
、
昨

日
供
養
俄
爲
御
結
縁
欲
臨
幸
之
慮
、
山
門
及
轍
訴

之
間
、
種

々
被
経
沙
汰
、
被

止
昨
日
御
幸
、
今
日
別
被
行
法
會
有
震
臨
云
々
」

(
園
太
暦
五
)
と
、
公
賢

は
そ
の
間

の
事
情
を
そ
の
日
記
に
録
し

て
ゐ
る
。
こ

、
に
、
天
龍
寺
開
堂
供
養

に
臨

ん
で
、
夢
窓
疎
石

の
唱

へ
し
抽
香
法
語

に
は
、
當
時

の
南
北
爾
朝

の
政

椹
璽
ひ

の
現
状
に
封
す
る
彼
れ
の
宗
敏
的
批
到
を
見
る
こ
と
が
出
來
る
。

「
(
前
略
)
妙
性
圓
明
離
諸
名
相

、
本
來
無
有
世
界
衆
生
、
此
是
如
來
不
欺

之
語
也
、
既
無
世
界
、
安
有
興
亡
治
齪

之
爲
愛
乎
、
亦
無
衆
生
、
寧
容
彼
我
冤
親
於
其
間
哉
、

(
中
略
)
繹
其
天
災
之
來
暦
、
出
乎
世
運
之
否
屯
、
所
謂

否
屯
不
從
外
來
、
此
乃
積
劫
業
債
之
使
然
也
、
業
債
因
由
亦
非
佗
作
、
只
是

一
念
無
明
之
所
威
也
、

(
中
略
)
或

孚

國
柞
、
或
謙
叛
逆
、
共
中

一
負

一
勝
、
只
是
増
業
増
・冤
而
巳
、

(
中
略
)
戦
陣
傷
亡
幽
魂
、
親
疎
齊
蒙
亘
盆

昏
衡
迷
倒
含
議
、
貴
賎
同
入
圓
明
、
(
中
略
)

[

復
説
偏

云
、
…
…
…

人

天

鬼

畜

諸

翠

品

貴

賎

冤

親

共

一

家

.

寂

滅

性

中

無

封

待

安

有

業

債

互

相

酬

花

園

法
皇

と
輝

(
二
五
)

節



花

園

法
皇

と
葎

(
二
六
)

人

人

同

入

光

明

藏

刹

刹

恢

開

無

磯

門
L

(
夢
窓
國
師
語
録
軒
譜
)

。

現
實

の
政
治
的
圖
璽
を
眼
前

に
見
て
、
朝
家
武
家
の
蹄
依

の
下
に
あ

つ
た
彼
れ
と
し
て
は
、
か

～
る
宗
敷
的
批
到

以
外

に
は
如
何
な
る
批
到
を
も
な
し
得
な

か
つ
た
で
あ
ら
う
し
、

叉
そ
う
す
る
こ
と
が
、
彼
れ
と
し
て
の
本
來
的
使

命

で
も
あ

つ
六
の
で
あ
ら
う
。
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
、
天
龍
寺
夢
窓
疎

石
に
封
す
る
、
山
門
傲
訴
の
あ
と
を
辿

つ
て

當
時

に
於
け
る
既

成
佛
藪

々
團

の
、
新
興
暉
教
團
に
封
す

る
迫
害

の
あ
と
を
見
て
來
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
か

ら
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
當

時
佛
教
界

に
於
け
る
輝
佛
敏
が
、
淡
刺

た
協
生
命
を
も

つ
た
新
鮮
な
泉
と
し
て
、
指
導

者
た
ち

の
絶
樹
的
支
持

の
上
に
お
か
れ
て
ゐ
た
こ
と
を
教

へ
ら
れ
た
。

そ
し
て
山
門
吸
訴
の
事
實
を
押
し
き

つ
て
ま

で
執

り
行
は
れ
た
天
龍
寺
落
慶
法
要
は
、
ま
さ
に
天
下
の
肚
観

で
あ

つ
た
。
藤
原
公
賢

は
い

ふ
、

「
八
月
廿
九
日
天

晴
、
拗
今
日
天
龍
寺
供
養
也
、
武
將
爾
人
行
向
、
天
下
之
肚
観
云

々
」

(
園
太
暦
五
)

と
。
勅
使
日
野
中
納
言
資
明

卿
、
院
使
高
右
衛
門
佐
泰
成
レ

御
導
師
夢
窓
國
師
、
多

く
の
高
信

た
ち
が
そ
の
席

に
列
し
て
ゐ
る
。

、

、

請

僧

+

ロ

ー

南
輝
寺
長
老
智
明

建
仁
寺
長
老
友
梅

東
幅
寺
長
老

鴫
撃

萬
壽
寺
長
老
友
松

-

眞
如
寺
長
老
印
元

安
國
寺
長
老
至
孝

＼
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臨
川
寺
長
老
志
玄

清

見
寺
長
老
智
琢

患
杢
蘭
…寺
長
老
恵
聰

本

寺
,
首

座
士
昭

(
園
太
暦

五
)

、
こ
の
請
僧
十
口
の
う
ち

に
は
妙
心
寺
慧
玄
の
名
が
見
當
ら
な
い
。
そ
れ
ば

か
り
で
は
な

い
。
八
月
二
十
九

日
の
天

龍
寺
落
慶

法
要

の
前
日
に
は
、
花
園
法
皇

の
萩
原
殿
よ
り
御
出
京

の
事
實
が
あ
る
に
も
か

～
は
ら
す
(
「
八
月
廿
八

日

天
晴
、
今
日
法
皇

御
出
京
、
暫
可
爲
御
所
云

々
」
)

(
園
太
暦
五
)
、

こ
の
落
慶

法
要

に
は
何
等

の
御

か

～
は
り
を
も

持
た
せ
ら
れ
郁
か

つ
た
。

こ
れ
は
何
を
物
語
る
の
で
あ
ら
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
事
實

に
樹
し
て
、
こ
の
歳
を

遡

る
こ
と
二
十
年
、
「即
ち
正
中
二
年

(
夢
窓
疎
石
鎌
倉
よ
り
上
洛
の
歳
な
り
)
十
月

二
日
の

「
花
園
院
天
皇
震
記
」

裏
書

の
中

に
、
そ
の
謎
を
解
く
鍵
を
螢
見
す

る
こ
と
が
出
來
る
や
う
な
氣
が
し
て
な
ら
な
い
。
帥
ち
、

「
今

日
謁
宗
峯

上
人
鰯
林
寺
長
老
。

々
々
屡
内
裏
御
問
答
之
禮
語
之
。
日
來
有
道
者
之
聞
。
傍
所
被
召
也
。
而
如

此
問
答
者
。
都
未
出
教
綱
。
達
磨

一
宗
掃
地
而
鑑
。
可
悲
々
々
。
此
趣
密

々
所
語
也
。
此
仁
已
爲
關
東
蹄
依
之
僧

勿

不
可
事
等
可
隠
密
之
由
。
有
時
宜
歎
。
傍
此
上
人
不
可
口
外
之
由
示
之
。
予
債
思
之
。
當
今
有
佛
法
興
隆
之
叡

慮
之
由
風
聞
。
而
依
東
方
之
形
勢
。
還
被
隙
密
如
何

々
々
。
以
此
仁
被
用
宗
門
之
長
志
者
。
帥
是
滅
胡
種
族
。
不

可
不
悲
歎
。
」

こ
の
箕
相

は
、
こ
れ
以
上
に
探

る
こ
と
を
許
さ
れ
な

い
。
繹
林
寺
長
老
と
は
、
後
醍
醐

天
皇

の
勅
に
よ

つ
て
南
縄

花

園

法

皇

と
締

(
二
七
)

27



花
園

法

皇

と
藤

(
二
八
)

寺
佳
持
と
な

つ
九
夢
窓
疎
石
そ
の
人

に
外
な
ら
な

い
。
内
裏

に
於
け
る
妙
超
と
躁
石
と

の
封
面
、

そ
し
て
、
そ
の
印

象
を

「
而
如
此
問
答
者
。
都
未
出
教
綱
。
達
磨

一
宗
掃
地
而
鑑
。
可
悲

々
々
。
」
と
語

つ
た
妙
超
。
こ
の
妙
超
の
言
を

通
し
て
抱
懐

せ
ら
れ
し
花
園
法
皇

の
疎
石
観
。
そ
の
結
果
が
何
の
や
う
な
事
態

に
立
ち
至
つ
忙
で
あ
ら
う
か
は
、
も

は
や
語
ら
す
し

て
自
明
の
こ
と

で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
そ
こ
で
花
園
法
皇
と
夢
窓
疎
石
と

の
關
係
は
、
遺
憾
な
が
ら
斯

か
る
實
情
の
下

に
お
か
れ
て
ゐ
た
も
の
と
察
せ
ざ

る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

結

び

、

・

花
園
上
皇
は
、
建
武
二
年

(
一
九
九
五
)
十

一
月
二
十

二
日
を
も
つ
て
毬
に
法
皇
と
な
ら

せ
ら
れ
た
。
上
皇

の
出

家
遁
世

の
御
念
慮
は
、
既

に
文
保
三
年

(
一
九
七
九
)
頃
よ
り
そ
の
表
面
に
あ
ら

は
れ
て
ゐ
る
の
で
、
(
「
正
月
廿
日

丙
子
。
雨
脚
錐
休
雲
雷
未
散
。
自
去
夜
脚
氣
頗
更
螢
。
及
今
日
彌
増
氣
。
殊
自
去
年
夏
比
以
來
脚
氣
増
氣
。
此
爾
三

年
錐
未
見
其
加
療
治
験
。
多
年
持
病
也
。
凡
身
多
病
氣
。
性
票

意
閑
。
自
幼
少
之
昔
錐
有
隠
居
之
素
意
。
未
塗
蓄
懐

逡
恨

之
深
何
事
如
之
哉
。
氣

力
太
弱
。
定
爲
短
命
之
身
歎
間
。
心
中
常
錐
思
學
佛
法
。
事
與

心
屡
差
。

人
間
之
習
尤

可
難
。
須
途
素
懐
。
然
而
不
能
忽
遁
世
。

至
愚
之
情
歎
而
有
飴
。

(
中
略
)
出
家
之
志
逐
年
錐
深
。
徒
被
引
世
事
。

自
錐
生
骸
糠
四。
其

心
不
能
…逐
之
。
…
…
…
是
併
無
道
心
之
至
也
。
可
悲

々
々
。
佛
天
之
照
覧
欲
何
爲
。
終
日
徒
然
無

成
事
之
絵
。
述
心
中
之
蓄
懐
也
。
」
文
保
三
年

正
月
廿

H
の
條

)
あ

る
が
、
多
年

の
御
素
志
を
果
た
さ
れ
る
時
が
遽
に

來
た
こ
と
は
、
決

し
て
順

調
な
る
結
果

で
は
な
か

つ
た
。
そ
れ
は
何
で
あ
ら
う
か
。
建
武

二
年
六
月
十
七
日
、
上
皇
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の
御
身
邊

に
降
り
か

～
つ
た
政
治
的
陰
謀
登
畳
の
事
件

で
あ
る
。
同
夜
、
二
條
師
基
、
千
種
忠
顯

の
牽
⑨

る

圃
隊
は

持
明
院
殿

に
在
り
し
後
伏
見
法
皇
、
花
園
、
光
嚴
爾
上
皇

を
襲
ひ
、

こ
れ
を
京
極
殿

へ
幽
棚
し
奉

つ
、た
の
で
あ

る
。

こ
れ
に
關
聯
し
て
、
同
月
ご
十

二
日
に
は
、
西
園
寺

公
宗
、
日
野
資

名
、
同
氏
光
、
橋
本
俊
季
、
三
善
文
衡
、
中
原

清
景
等

の
面

な
が
石
捕
ら
れ
、

二
十
六
日
に
は
早
く
も

「
奉
太
上
天
皇
旨
、
謀
危
國
家
」
と
の
罪
状
が
公
に
さ
れ
た

こ
の
事
件
は
、
花
園
上
皇

の
年
來
の
御
素
願
た
る
出
家
遁
世

の
念
ひ
に
、
最
後

の
御
決
心
を
加

へ
ら
れ
し
も
の
の
如

く
、
十
月

二
十

三
日
に
は
、
そ
の
御
領
地
を
も
御
甥
た
る
光
嚴
上
皇

に
御
譲
り
あ

塁
、
全
く
人

の
世

の
煩
ら
ひ
を
飴

露

に
、
光
風
舞
月
の
風
光
を
娯
ま
れ
る
御
身
と
な
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
か
く
て
翌
十

一
月

二
十

ご
日
、
寳
算

三
十
九

歳
、
恵
鎮
上
人
を
戒
師

と
し
て
御
醗
髪
、
名
も
遍
行
と
改
め
ら
れ
て
、
法
皇
の
御
生
活

に
入
ら

せ
ら
れ
た
の
で
あ
る

か
く
し
て
、
遽

に
、

「
二
十
年
來
辛
苦
人
、
迎
春
不
換
奮
風
姻
、
著
衣
喫
飯
急
慶

去
、
大
地
何
曾
有

一
塵
」
の
大
悟

徹
底

を
得
ら
れ
た
花
園
法
皇

の
藤
的
御
生
涯
に
も
、
そ
の
時
代
的
背
景

に
は
歴
更
の
維
が
か
た
く
結
ば
れ
て
ゐ
た
の

で
あ
る
。

(
「
花
園
法
皇

と
輝
」
ー

特

に
そ
の
時
代
的
背
景
-ー

と
し
て
纒

め
た
る
も
、
忙
中

の
こ
と
と
て
奮
稿

加
筆

の
程
度

に
す
ぎ
ず
、

不
備

の
鮎

は
今
後

の
訂
正
に
侯

つ
と
す
る
。
讃
者

各
位

の
御
寛
恕
を
乞
ふ
所
以
歪
あ
る
。
)
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